
（別紙） 

 

繰越前提業務に関する特記仕様書 

 

 

１ 本業務の当初契約工期は、契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日までであるが、

国から繰越承認が得られ、かつ加茂市議会で繰越を承認する議決が得られた場合に

は、直ちに工期の変更契約を行うものとする（変更する場合の工期 150 日間）。た

だし、繰越承認に伴う変更は契約工期の変更のみとし、金額については変更の対象

としない。 

  なお、繰越承認が得られなかった場合は、令和 5 年 3 月 31 日をもって業務を打

ち切り、契約を終了するものとする。その場合、本業務のうち完了した部分とそれ

に対する諸経費について、変更契約を締結し、清算する。 

 

 

２ 業務工程表の作成にあたっては、変更する場合の工期 150 日間における工程表

を作成し提出すること。 

 


